
－の関係  市町村と地域包括支援センタ   
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高齢者虐待防止法では、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ  

適切な保護及び適切な養護者に対する支援について、市町村が主体的に役割を担うこ  

とが規定されています。また、高齢者虐待対応協力者のうち適当と認められる機関に  

以下の事務の一部又は全部を委託することが可能とされています（第17条）。  

＜委託可能な事務の内容＞  

（∋相談、指導及び助言（第6条）  

②通報又は届出の受理（第7条、第9条）  

③高齢者の安全の確認、通報又は届出に係る事実確認のための措置（第9条）  

④養護者の負担軽減のための措置（第14条）   

一方、介護保険法においては、各市町村に設置される地域包括支援センターにおけ  

る業務として、①総合相談支援業務、②権利擁護業務、③包括的・継続的ケアマネジ  

メント業務、④介護予防ケアマネジメント業務が定められています。そのうち、地域  

ネットワークの構築や実態把握、総合相談、権利擁護などの業務の中で高齢者虐待の  

防止や虐待を受けた高齢者、養護者等への支援が行われることとなり、地域包括支援  

センターは、地域における虐待対応の中核機関のひとつとなります。   

第Ⅱ章では、市町村（本章では、これ以降、市町村本庁のことを単に「市町村」と  

いいます。）と地域包括支援センターの関係を特に意識せず、どちらかといえば市町  

村が直接行うことを想定しつつ、地域包括支援センターを含めた市町村が全体として  

行う業務として整理しましたが、実際に各市町村で業務態勢を検討したり、業務を行  

ったりする上では、市町村と（特に民間法人に委託している）地域包括支援センター  

の関係を整理していく必要が生じます。   

そこで、本章では、高齢者虐待の予防、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切  

な保護及び適切な養護者に対する支援の事務に関して、市町村と地域包括支援センタ  

ーの基本的な業務役割を示すこととしました。  
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1 基本的考え方   

高齢者虐待防止法においては、市町村を第一義的に責任を有する主体として、地域  

包括支援センターを市町村の業務を委託する主体として位置付けていることを踏ま  

えると、高齢者虐待防止法では、市町村に対して、同法に規定する業務を主体的に行  

う役割を求めていると考えられます。   

一方、実際に業務を行うに当たっては、担当区域の高齢者について包括的・継続的  

に関与する役割を有し、より地域に密着した立場である地域包括支援センターが、対  

応の中心となることが考えられます。   

こうした場合には、市町村は、ともすれば、委託した業務について地域包括支援セ  

ンターに「任せきり」の状態になることが懸念されます。   

地域包括支援センター自身の規模（職員数）や、市町村権限の発動との連携等を考  

えると、地域包括支援センターにおける対応には自ずと限界が生じます。上記の高齢  

者虐待防止法の趣旨を踏まえると、高齢者虐待防止法に規定される業務を地域包括支  

援センターに委託した場合でも、あくまで業務の責任主体は市町村自身であることを  

市町村は常に意識し、その業務への関与を継続することが基本となります。  
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2 地域包括支援センターに業務委託した場合の市町村及び地域包  

括支援センターの役割   

この項では、高齢者虐待防止法の規定に基づいて市町村が地域包括支援センターに  

業務を委託した場合の市町村及び地域包括支援センターの役割について、第Ⅱ章に掲  

げる養護者による高齢者虐待に関連する業務項目に沿い、整理しました。（すべての  

市町村における業務の指針として示すものではありません。）  

◎：中心的な役割を担う  ○：関与することを原則とする  

△：必要に応じてバックアップする  空欄：当該業務を行わない  

市町村  地馳括支馳クー  刹鮭   

ネットワ「ク  ・高齢者虐待防止ネットワークの構築・運営   △   ◎  

応報・層  ・高齢者虐待に関する知識・理解の啓発   ◎   △  

軍活動  ・認知症に関する知識や介護方法の周知・啓発   ◎   △  

・通報（努力）義務の周知   ◎   △  

・相談等窓口・高齢者虐待対応協力者の周知   ◎   ◎  

・専門的人材の確保   ◎   

軒談・＝：通  ・相談、通報、届出の受付   △   ◎   有   

軒十盾野  ・相談への対応（高齢者及び養護者への相談、指導及  △  ◎  有   

へめ対応   び助言）（第6粂・第14粂第1項）  

・受付記録の作成  △  ◎  

・緊急性の判断   ○   ◎   

蕃実確  ・関係機関からの情報収集   ○   有   

碍・立入  ・訪問調査   ○   ◎   
胡査   

有  

・立入調査   ◎   （直営のみ◎）  値嘗の胡  

・立入調査の際の警察署長への援助要請   ◎   

蜂助方針  ・個別ケース会議の開催（関係機関の招集）   ○   ◎  

嘩定   ・支援方針等の決定   ○   ◎  

・支援計画の作成   △   ◎   

真し援の  （やむを得ない事由による措置等の実施）   

実施   ・措置の実施  ◎  （柵付へのつな割  

・措置後の支援   △   ◎  

・措置の解除   ◎   △  

・措置期間中の面会の制限   ◎   △  

・措置のための居室の確保   ◎  

（成年後見制度の活用）  

価町村へのつな割      ◎      ・市町村長による成年後見制度利用開始の審判の請求   

養護者支援  ・養護者支援のためのショートステイ居室の確保   ◎  

モニ如ング  ・支援の実施後のモニタリング   △   ◎  

その他  （養護者による高齢者虐待防止関係）   

・個人情報取扱いルールの作成と運用  ◎  △  

（財産上の不当取引による被害の防止関係）  

・被害相談  ◎  △   有  

・消費生活関係部署・機関の紹介   ◎   ◎   有   
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地域包括支援センターに業務委託した場合の業務分担  

高齢者、養護者、虐待発見者・発見機関等  

（生活保護）：生活保護受給の 

ス事業所職員  



必要に応じて援助依頼   

高齢者の措置入所の実施  

【市町村長申立ての準備】  

○鑑定人候補者の調整  
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Ⅳ 養介護施設従事者等による虐待への対応  
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1 定義・概略   

高齢者虐待防止法では、高齢者の福祉・介護サービス業務に従事する者による高齢者  

虐待の防止についても規定されています（第2条、第20～26条）。   

高齢者虐待防止法に規定されている「養介護施設」、「養介護事業」、「養介護施設従事  

者等」の範囲は以下のとおりであり、介護保険施設等の入所施設や介護保険居宅サービ  

ス事業者など、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向け福祉・介護サービ  

スに従事する職員すべてが対象となります。  

「養介護施設」とは  

・老人福祉法に規定される老人福祉施設（地域密着型施設も含む）、有料老人ホーム  

・介護保険法に規定される介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施  

設、地域包括支援センター  

「養介護事業」とは  

・老人福祉法に規定される老人居宅生活支援事業  

・介護保険法に規定される居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支  

援事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、介護予防支援  

事業  

「養介護施設従事者等」とは  

「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者  

（高齢者虐待防止法第2条）  

次ページに、養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応の概略を示します。  
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責介護施設従事者等による高齢者虐待への対応  
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2 市町村による相談t通報・届出への対応  

2．1 通報等の対象   

高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者  

を発見した者に対し、市町村への通報努力義務が規定されており、特に当該高齢者の  

生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、市町村に通報しなければ  

ならないとの義務が課されています（第21条）。これは、発見者が養介護施設従事者  

等の場合であっても同様です。  

2．2 通報等を受けた際の留意点   

養介護施設従事者等による虐待に関する通報等の内容は、サービス内容に対する苦  

情であったり、虚偽であったり、また過失による事故の可能性も考えられます。した  

がって、通報等を受けた場合であっても、当該通報等をうのみにすることなく、迅速  

かつ正確な事実確認を行うことが必要です。   

そのため、通報等を受けた職員は、まず通報者から発見した状況等について詳細に  

説明を受け、それが養介護施設従事者等による高齢者虐待に該当するかどうか判断で  

きる材料となるように情報を整理しておきます。   

通報等の内容が、サービス内容に対する苦情等で他の相談窓口（例えば市町村や当  

該施設の苦情処理窓口等）での対応が適切と判断できる場合には適切な相談窓口につ  

なぎ、受付記録を作成して対応を終了します。  

2．3 高齢者の居所と家族等の住所地が異なる場合  

高齢者が入所している養介護施設の所在地と通報等を行った家族等の住所地が異  

なる場合、通報等がどちらの市町村に寄せられるかは予測できません。通報等への対  

応は、養介護施設の所在地の市町村が行うこととし、家族等がいる市町村に通報がな  

された場合には速やかに養介護施設所在地の市町村に引き継ぐようにします。   

施設に入所している高齢者が住民票を移していない場合にも、通報等への対応は施  
設所在地の市町村が行います。  
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2．4 相談・通報等受理後の対応  

※ 相談・通報等受理後の対応については、基本的には、養護者による虐待への対応   

の場合と同様です。Ⅱ－4．2の・「1）相談・通報等受理後の対応」の項の内容を   

参考にしてください。  

2．5 個人情報の保護   

相談や通報、届出によって知り得た情報や通報者に関する情報は、個人のプライバ  

シーに関わる極めて繊細な性質のものです。養介護施設従事者が通報者である場合に  

は、通報者に関する情報の取扱いには特に注意が必要であり、事実の確認に当たって  

はそれが虚偽又は過共によるものでないか留意しつつ、施設・事業者には通報者は明  

かさずに調査を行うなど、通報者の立場の保護に配慮することが必要です。   

個人情報保護法に規定されている利用目的の制限（第16粂）、第三者提供の制限（第  

23条）、例外規定（法令に基づく場合、人の生命、身体又は財産の保護のために必要  

がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、等）に則るとともに、  

市町村で定める個人情報保護条例の運用規定との調整を図ってルール化しておくこ  

とが必要です。Ⅱ－4．2の「2）個人情報の廃護」の項の内容も参考にして下さい。  

2．6 通報等による不利益取扱いの禁止   

高齢者虐待防止法では、  

① 刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務に関する法律の規定は、養介護施設従事者等   

による高齢者虐待の通報を妨げるものと解釈してはならないこと（この旨は、養介  

t  護者による高齢者虐待についても同様。）（第21条第6項）  
② 養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報等を行った従業者等は、通報等をし   

たことを理由に、解雇その他不利益な取扱いを受けないこと（第21条第7項）。  

が規定されています。こうした規定は、養介護施設等における高齢者虐待の事例を施  

設等の中で抱えてしまうことなく、早期発見・早期対応を図るために設けられたもの  

です。   

ただし、これらの規定が適用される「通報」については、虚偽であるもの及び過失  

によるものを除くこととされています。   

高齢者虐待の事実もないのに故意に虚偽の事実を通報した場合には、そもそも第21  

条第1項から第3項までに規定する「高齢者虐待を受けたと思われる高齢者」につい  

て通報したことにはなりません。したがって、通報が「虚偽であるもの」については、  

「高齢者虐待を受けたと思われる高齢者」に関する通報による不利益取扱いの禁止等  
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を規定する第21条第6項及び第7項が適用されないことになります。   

また、「過失によるもの」とは「一般人であれば虐待があったと考えることには合  

理性がない場合の通報」と解されます。したがって、虐待があったと考えることに合  

理性が認められる場合でなければ、不利益取扱いの禁止等の適用対象とはなりません。  

なお、平成18年4月1日から公益通報者保護法が施行されます。この法律でも、  

労働者が、事業所内部で法令違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を①事業所  

内部、②行政機関、③事業者外部に対して所定の要件を満たして（例えば行政機関へ  

の通報を行おうとする場合には、①不正の目的で行われた通報でないこと、②通報内  

容か真実であると信じる相当の理由があること、の2つの要件を満たすことが必要で  

す。）公益通報を行った場合、通報者に対する保護が規定されています。  

■公益通報者に対する保護規定  

①解雇の無効  

②その他不利益な取扱い（降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の差別、   

退職の強要、専ら雑務に従事させること、退職金の減給・没収等）の禁止   

養介護施設・事業所の管理者や養介護施設従事者等に対して、このような通報等を  

理由とする不利益な取扱いの禁止措置や保護規定の存在を周知し、啓発に努めること  

が必要です。  
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